平成２０年度第１１回部長会（概要報告）
・日  時　　平成２０年１２月３日（水）午前９時３０分～

・場　所　　八尾市役所庁議室
・出席者　  市長・副市長・教育長・水道事業管理者・各部局長
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市長あいさつ
　みなさんおはようございます。
あっという間に１２月まで来てしまいましたが、平成２０年も残すところ、あと１ヶ月を切りました。また、今年度についても、あと４ヶ月程となりましたが、引き続き、皆さんとともに頑張ってまいりたい。１２月は何かと慌しくなろうかと思いますが、各職場とも頑張っていただきたいと思っております。
さて、来年１月、アメリカ大統領にバラク＝オバマ氏が就任される予定ですが、オバマ氏から「Ｃｈａｎｇｅ」（変えていこう）や、「Ｙｅｓ　ｗｅ　ｃａｎ」（私たちはできる）というメッセージが発信されています。
皆さんも同じように「私たちはできるんだ」という自信と行動を持っていただきたいと思っています。
そのような中で、私から何点か話をさせていただきたいことがあります。
過日の決算審査特別委員会でも議論されたことでもありますが、過重労働への対応と超過勤務の縮減についてお願いをしたいと考えています。先月から従来の水曜日に加え、金曜日もノー残業デーとして対応していただいております。各所属においては業務が繁忙であるということについては、充分理解をしておりますが、不要不急の業務でないかどうかを充分に精査し、所属長をはじめ管理職員一丸となって、適切な勤務時間管理をお願いしておきます。
現在、各所属においては、事務事業の見直しを進めていただいており、また、次年度予算についても大変厳しい予算編成を強いられるということになっております。財政部からその点の話があるかと思いますが、次年度は、基金を４０億円程度崩さなければならないという中での予算編成です。しかし現場から上がってくる数字で予算編成をすると、その取り崩し額は５０億円近くに昇るものになると聞いております。そういった点については、事務事業の見直しを再度行い、本当に必要でないものについては決断をしていただきたいと考えています。
さらに、事務改善はそれぞれの所属で進んできていると思いますが、当然各部局、各課そして各係でできることがたくさんあるとは思いますが、一方で、できなかった部分について、しっかりと分析いただきたい。それは、係ではできないものが、課や部局全体としてできるということもあるだろうし、部局を超えた中でしか改善ができないというものもたくさんあると思います。できなかったところについて再度チェックをしていただきたいと思います。
タウンミーティングについてですが、先月から現在まで４回開催しました。それぞれの地域で、大変興味深い意見がたくさん出てまいりました。行政として対応が困難なものもありますが、そういったものにも真剣に耳を傾けていきたいと考えています。その中でよく言われますのが、質問したのにその回答が返ってこないケースがあるという話です。これは、タウンミーティングの中だけでなく過日の市政懇談会等の中でも、やはり同様の意見がありました。きちんと市民の皆さん方に報告、回答をすることが大切であると思います。
また、相談の中身としては、当事者間の対立事象に見えることが多くあります。例えば美園地域では民家の塀が倒れそうな場所があり、非常に危険であるという話がありました。山本地区でも老朽化した家屋があり、地域では防災の観点から懸案事項となっています。八尾市あき地の適正管理に関する条例等がありますが、一歩踏み込んだ中で八尾市として対応ができないか、ということが求められているのではないかという感覚を持ちました。そういったところを、単に当事者間の問題という視点で見るのではなく、八尾市全体として見ていくことが必要ではないかと考えております。このようにタウンミーティングにおいて色々なヒントをいただきながら行政の役割ということを改めて考えていただきたいと思います。
１２月議会が始まります。本会議では質疑が２名、質問が１０名ということで、毎回の定例会の質疑、質問はこの数ぐらいではないかと思っておりますが、真摯に答えながら対応してまいりたいと考えております。決算審査特別委員会でも特に資料の細かいミスが非常に多かったように思います。そういったことのないように、小さなミスが大きなミスに変わるということを肝に銘じながら、しっかりとチェックをしていただきたいと思います。
自主研究グループの話は前回の部長会の中でもいたしましたが、その後、人材育成室に登録のある自主研究グループの代表の皆さんと意見交換をいたしました。非常に貴重な意見もあり、また開催したいと思っていますし、新たな自主研究グループもそれぞれの部局であるとか、部局や年代を超えた中で結成していただくことを期待しているところです。
部局長からも人材育成の視点からも、所属職員に対して自主研究グループ結成へ向けて声かけをしていただければと思います。
本年は職員提案が大変少なかったと思います。団体と個人で各３件であったと思います。昨年、行財政改革を含めて色々な課題を出しましたので、そういったところで網羅されているということだと思いますが、職員提案についても積極的にしていただくようにお願いしておきます。
次に、決算の中でも市立病院の問題は、相当危機的状況であるとの指摘を受けております。そういった中で松原市の松原市民病院が閉鎖の決定をされたところです。公立病院、自治体病院が苦労しているということがあからさまに出た一つの事象ではないでしょうか。またこのことは府内を問わず、全国に波及をしていくだろうとも思います。そういった中で八尾市立病院は八尾市民の生命を守るという意味では絶対に潰せないと考えています。そういった決意のもと、どう改革改善をし、立て直していくのかということが最重要課題であり、平成２１年４月に地方公営企業法の全部適用をめざしておりますが、それまでに改革の方向性、や関係する部局を含めて、病院を支援できることはないのかと再点検をしていただきたい。また病院自ら全部適用までに改善すべきところは改善していただいて、さらに全部適用をひとつのステップとして更なる前進をしていただきたいと考えています。
多くのことをお話しいたしましたが、一年の締めくくりとして頑張りたいと思っていますので、部局長の皆さんにも力を貸していただきたいと思います。
 eq \o\ad(案件,　　　　)
１　職員提案審査結果について　　　　
　　　　　　　　　　政策推進担当部長

　第２７回職員提案の審査結果について、７月９日より９月２６日にかけて職員提案募集を行ったところ、研究論文提案が３件、アイデア提案が３件、合計６件の応募があった。
職員提案については、先般の、職員提案審査会において、視点、独創性、実施効果、実現可能性及び研究度合などを評価基準として、審査を行った。結果、研究論文提案、アイデア提案ともに各賞の該当はなし。
部長会終了後、職員提案の講評について、後日庁内ＬＡＮに掲示する予定。
また、今回の職員提案募集では、研究論文提案が３件、アイデア提案が３件と例年と比べまして、少ない応募状況であった。
「職員の創意を奨励し、研究意欲を高め、その成果を提案として行政施策に反映することにより、職員の行政運営への参加意識の高揚を図るとともに、行政運営の効率化及び市民サービスの向上を図る」という職員提案の目的を踏まえ、その手法を含め今後のあり方について、検討してまいりたいと考えている。
なお、前年に奨励賞を受賞した防災運動会の実施について、本年度は、久宝寺地区、八尾小学校区、高美南地区の市民スポーツ祭において実施され、防災意識の高揚や緊急時の対応力向上につなげることができた旨、消防本部より報告があったので、合わせて報告させていただく。
２　『「公民協働による公共サービスの提供に関する基本方針」の具体化指針』等の策定について
　　　　　　　　　　　　　　政策推進担当部長
平成２０年３月に策定した「公民協働による公共サービスの提供に関する基本方針」の考え方に基づき、市民・企業・各種団体等と行政のパートナーシップの強化を図り、適切な役割分担のもと従来の行政サービス提供手法に捉われない新たな手法を活用し、質の高い行政サービスを継続して提供することを目指して、『「公民協働による公共サービスの提供に関する基本方針」の具体化指針』等の策定作業を進めている。また、具体化指針と併せて「提案型公共サービス実施制度に関するガイドライン」「市民と行政の協働に関するガイドライン」「多様な人材活用に関するガイドライン」の３つの個別手法のガイドラインについても策定作業を進めている。
　現時点では、本日配付している素案（原案）のような形で検討を行っているが、資料に記載のスケジュールのとおり、指針原案に対する庁内意見の確認や各課における公民協働手法の活用に係る確認、市民意見募集の実施を経て３月の策定を目指している。
　ついては、別途、各所属に対し、指針等の策定に必要な照会やヒアリング等を依頼させていただくので、業務多忙のところ、各部局長におかれては、各所属からの意見提出等に配慮いただくようよろしくお願いする。
３　平成２１年度定期人事異動の方針について
　　　　　　　　　　　人事担当部長

平成２１年度の定期人事異動にかかる方針について、別紙「平成２１年度定期人事異動の方針」のとおり通知する。
主な基本方針としては、行政需要が複雑多様化しており、市の担う分野は増え、職員の職場環境がますます厳しさを増している現状ではあるが、職の公募制の積極的活用や職員の能力、適性に応じた人員配置を行い、職員がやりがいを実感できる少数精鋭による活力のある組織づくりを図ることとする。　
また、職員の能力、適性に応じた人員配置のため、今年度後日通知する自己申告書における異動希望について一部追加した。異動を「強く希望」し、その理由が「他に適性がある」と申告した場合については、希望所属や希望理由以外に希望所属で能力を発揮できる理由や現在の業務での実績などのＰＲを別紙により添付して、申告してもらうように変更した。（ただし、対象は係長級以下の職員についてとする。）
次に、職員の積極的チャレンジの機会とする「職の公募」については、詳細が決まり次第、１月中には所属長を通じて通知する予定である。
また、「配置換留保」の基準については、業務運営上特に留保が必要と所属長が認めた場合を基準としているが、職員の人材育成の視点からも、１年限りとし前年度留保した者は認めないので注意されたい。
また、「役職年齢制限」については、今年度の対象者は課長補佐及び係長で５９歳の者であるが、年齢にかかわらず知識・経験を重視するなど、人事配置上必要な場合は、当該役職を継続する場合がある。
定期人事異動は、４月１日付けを予定しており、内示及び発令式は昨年同様の前倒し実施を含め、現在調整中であり、決まり次第通知する。
これに伴い各部長ヒアリングを、１月１９日（月）以降、別紙予定表のとおり実施するので、日程調整をお願いしたい。
なお、各職場の実態及び職員の状況を把握するためのヒアリング資料等の提出は、１月１３日（火）までに人事課への提出をお願いする。
４　人事評価者研修の実施について　　　　
　　　　　　　　　　人事担当部長

５　平成２０年度　内部環境監査（定期監査の補完）の実施について　　経済環境部長

６　その他案件



（１）市長交際費にかかる慶弔規定について
　　　　　　　　　　政策推進担当部長

これまで、職員の弔事に際しては、秘書課内規に基づき、市長交際費より樒等の対応をしてきたが、昨今の行財政改革の流れの中、大阪府においても職員に対する弔費を廃止するなど、各自治体において見直しされている。
今般、本市においても、市内学校園教職員を含む市職員に対する樒等を廃止し、お悔やみ文（弔電）のみの対応とするので、理解いただくようお願いする。
なお、今般の見直しについては、市内学校園教職員を含む市職員に対してのみであり、市議会議員、各種団体等への対応は従来どおりとし、また、交際費を計上している他部局とも調整をしているところである。詳細については、総務担当所属長会議にて報告するのでよろしくお願いする。（１２月中は周知期間とし、廃止は１月１日からの予定）
（２）部長会におけるペーパーレス化の試行について　　　　　　　　政策推進担当部長

ペーパーレス化の推進については、昨年度の行政改革推進員・各課推進員による庁内ワーキング会議での検討の中で提案があり、今年度、関係課による実現化検討チームにて、検討を行い、行財政改革アクションプログラムに位置づけを行っているところである。　　
検討内容としては、会議資料をダウンロードし、会議の際にパソコンを持ち込むことをルール化し、試行を経て全庁的に推進するとともに、冊子、図書の電子媒体での購入を推奨するなど、状況を確認しながらルールの確定を行うこととしているところである。
今回、その試行の場として、この部長会において協力をお願いしたいと考えている。次回部長会終了後にアンケートを行い、課題や改善点を抽出したうえで、改善を図り、次年度からの本格実施の可能性を検討したいと考えている。
次回１月８日の部長会に出席いただく際は、本庁所属の部局長におかれては、秘書課より事前に送付のある資料については、ノートパソコンのデスクトップ等、またはフロッピーディスクにダウンロードし、当該ノートパソコンとマウス、電源アダプターの３点を持参いただくようようお願いする。
なお、水道事業管理者、健康推進担当部長、消防長、市立病院長、市立病院事務局長、看護部長におかれては、庁外から出でいただく関係もあるので、ノートパソコン等を用意する。
各部局長においては、今回の取り組み趣旨を理解いただき、事前に秘書課へ送付される部長会資料については、可能な限り開催案内文記載の期日までに送付いただくようお願いする。
初めての試みとなるので、各部局長におかれては何卒協力のほどよろしくお願いする。
（３）職員功績表彰及び永年勤続表彰について
　　　　　　　　　　　　総務部長

なお、「職員功績表彰」並びに「永年勤続表彰」について、今年は「功績表彰職員」が１名５組、「永年勤続表彰者」は１７名の予定である。
被表彰者については、所属部長にはすでに内示等しているが、配付のとおりとなっている。
　職員表彰式には、全部長級と被表彰者の属する所属長の出席をよろしくお願いする。
（４）年末年始行事について　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　総務部長
職員表彰式、仕事納め式、仕事始め式、年賀交例会について資料のとおり日時・場所で執り行うので、よろしくお願いする。
「仕事納め式」、「始め式」には、業務に支障の無い範囲での管理職員の出席をお願いする。
　「年賀交礼会」については、各団体への年末年始の挨拶を取りやめ、この年賀交礼会において年始の挨拶を行っていただくことから、出席対象職員は課長級以上とし、例年どおり、案内役として対応していただく周知方よろしくお願いする。
なお、服装はスーツで、記章及び名札着用であるが、名札については、現在使用しているものを着用願う。
交通については、出席者用の近鉄バスによるシャトルバスを「近鉄八尾駅前～市役所前バス停～総合体育館」の間を資料記載のとおり運行するので、出席関係者から問い合わせがあった際にはよろしくお願いする。
　なお、職員については、高美中学校を用意しているが、駐車可能台数も少ないことから、できる限り他の交通手段等にて参集いただくようお願いする。
　また、昨年度と同様に、予算の適正な執行と危機管理の対応のため、出席人数を事前に把握するため、往復はがきによる案内と、当日出席される方は、名札の着用をしていただく。
対象者が約１,２００名にのぼることから、後日返信があった後に、出席者について各関係所属にて名札の作成と、出欠の確認について協力いただくようお願いする。
　また、年賀交礼会当日には各部局の関係団体・個人について、受付もよろしくお願いする。
（５）上海市嘉定区幹部訪問団の来市について
　　　　　　　　人権文化ふれあい部長

　本市の友好都市である中華人民共和国上海市嘉定区からは、１０月以降、医療交流団、交換職員、青少年交流団の受入を行うとともに、本市からは、友好交流団、青少年交流団の派遣をした。また、姉妹都市であるアメリカ合衆国ワシントン州ベルビュー市からは、１１月に教育視察団の受入を行った。
関係各所属の皆様には、交流団の受入派遣に際して、多大な協力いただきお礼申し上げる。
本市の姉妹友好都市である中華人民共和国上海市嘉定区からの幹部訪問団受入については、１２月１８日（木）～１２月２０日（土）の日程となっている。
訪問団のメンバーについては、嘉定区の毛長紅（もう　ちょうこう）教育局長を団長に５名で、今回のメンバーには、本市から訪問団派遣時には、非常にお世話になった嘉定区の国際交流担当の顧春華さんも団員としてお越しになる。
幹部訪問団の来市に際しては、国際国流の推進に向け、関係各所属において、協力いただくようよろしくお願いする。
また、訪問団は、１２月１８日（木）午後４時３０分に本庁舎に到着を予定している。到着時間前には、庁内放送でお知らせするので、職員の皆様方については、業務の支障のない範囲で、玄関前において、訪問団の皆様を出迎えいただくよう協力をお願いする。
（６）各派代表者会議について
　　　　　　　　　　　　　市議会事務局長

　現在、各派代表者会議については、４定例会ごとに、議会運営委員会のあとに各派代表者会議を開会し、執行機関からの報告案件を協議しているところである。
　一方、各派代表者会議を開催していない月が、現在、１月、４月、７月、１０月の４回あり、こうした月に報告案件がある場合には、正副議長、関係委員会の議員に報告していただき、ファックスで全議員に報告しているのが現状である。
　各派代表者会議の開催のない月にも、定例的に開催してはどうかといった意見があり、各派代表者会議で協議した結果、毎月開催することが決定された。
　ついては、来年１月から実施することとし、開催時期については、基本的には、月末開催を考えているので、よろしくお願いする。
（７）２１年度予算編成について
　　　　　　　　　　　　　財政部長

　現在、予算査定を行っているが、基金取崩し額を上回る予算要求が出されている。来年１月中旬に内示・復活要求を予定しているが、よほどの理由がない限り復活は認め難いので十分な精査をお願いする。　　なお、示達は２月初旬を考えている。
（８）債権管理の取り組みについて
　　　　　　　　　　　　　財政部長

　現在、自立執行権のある債権のうち、とりわけ緊急性の高いと思われる国保料と保育料につき、債権管理課が所管課と協力し滞納整理を進めているが、債権は全体で３１あり、他の債権滞納整理についても積極的な取り組みを願いたい。
（９）タウンミーティングの実施について　　　　　　　　　　　　政策推進担当部長

　全２２回の予定で現在タウンミーティングを実施しており、昨日までに４回実施した。年内にあと４回実施する予定。４回目から職員応援をいただいているが、今後とも応援体制よろしくお願いする。タウンミーティングを通じて出された市民意見については、コミュニティ推進スタッフが取りまとめの上、担当課に情報提供していくので、よろしくお願いする。















